
 

（様式１－３） 

浪江町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２９年６月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 17 事業名 水産業共同利用施設復興整備事業（延伸斜路整備事業） 事業番号 ◆C-7-1-3 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 20,000（千円） 全体事業費 20,000（千円） 

事業概要 

請戸漁港においては、東日本大震災に伴う津波により被災を受け登録漁船数が減少したものの、漁業活

動の再開を望む漁業者が被災した漁船を修理し、また新たに造船した船もあり今後震災前の倍となる 50 隻

程度まで増加する見込みである。震災前は各漁船による上架施設の使用時期を調整することで延伸斜路式

が１条あれば対応することができていたが、現在の上架施設規模では今後の漁業活動に支障を来たしてし

まうため、大型化漁船に対応する延伸斜路式上架施設を新たに１条整備することにより、漁獲高向上など

漁業活動の活発化に寄与するものとなる。 

【請戸漁港 斜路式船揚場 Ｎ＝１式】 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 29 年 5月 10 日） 

平成 29 年度予算確保のため、C-1-1 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画作成）

から 20,000 千円（国費：16,000 千円）を流用。 

 

当面の事業概要 

＜平成 29 年度＞ 

本工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災及び地震に伴い発生した津波により、防波堤や岸壁等の漁港施設はもとより、多くの漁船に

おいても甚大な被害を被った。 

 

【請戸漁港の被害状況】 

浪江町沿岸部において 600ha を超える面積が津波により被害を受け、請戸漁港でもほとんどの施設が流失、

全壊の被害を受けている。 

関連する災害復旧事業の概要 

① 漁港施設：漁港災害復旧工事（県施工） 

 

② 水産業共同利用施設：水産業共同利用施設復興整備事業（町施工） 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 C-7-1 

事業名 水産業共同利用施設復興整備事業 

交付団体 浪江町 

基幹事業との関連性 



 

浪江町が行う基幹事業「水産業共同利用施設復興整備事業」は、東日本大震災により

壊滅的な被害を受けた浪江町の主たる産業である水産業の円滑かつ迅速な復興を図る

ため、水産業基盤の再生に必要な施設及び周辺環境を整備するものであり、荷捌き所や

海水取水施設、漁具倉庫や上架施設などの整備が計画されている。浪江町が整備を予定

している上架施設は、本県が整備する船揚場の上部に設置されるものであることから、

本事業は浪江町が実施する基幹事業に直接的に関連するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

浪江町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 29 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 16 事業名 泉田川ふ化施設等復興整備事業  事業番号 ◆C-7-1-4 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 8,532（千円） 全体事業費 8,532（千円） 

事業概要 

浪江町中央部を東西に流れる泉田川では、浪江町の水産業の一つとして国内有数の鮭稚魚の放流（1,500

～1700 万尾）及び捕獲（5万匹）事業を実施してきた。また直売所による販売、（鮭のつかみどり）鮭まつ

り、観光食堂、沿岸漁業への貢献、サケ有効利用調査などによる地域経済及び地域活性化としての役割を

果たしていた。 

しかし、東日本大震災の津波により甚大な被害を受けるとともに、その後の原子力災害により浪江町全

域が警戒区域に指定され、放流事業を再開できないことから、4年で回帰する鮭の遡上数が激減している。

そのため、平成 33 年の春の稚魚放流事業の再開を目指し、泉田川鮭ふ化施設の整備のための基本計画策定

を実施する。 

＜予定整備施設＞ 

・簗        ・取水井戸   ・集水井戸   ・倉庫、飼料庫  ・稚魚飼育池 

・捕獲池      ・ふ化設備   ・魚道     ・販売店舗兼事務所 

・親魚蓄養池    ・採卵ふ化室  ・捕獲作業員室 ・研修室 

当面の事業概要 

＜平成 29 年度＞ 

基本計画（事前協議：基本構想、開発行為、河川占用協議等を含む） 

＜ 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災により当該施設は甚大な被害を受けるとともに、その後の原子力災害により放流事業が再開

できず、今後の遡上数の大幅な減少が見込まれており、事業再開に向け一刻も早い整備が必要である。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 C-7-1 

事業名 水産業共同利用施設復興整備事業 

交付団体 浪江町 

基幹事業との関連性 

浪江町の水産業復興の取り組みについては、浪江町復興計画に基づき進められているが、平成２９年３月

３１日の帰還困難区域を除く避難指示解除を踏まえ、同計画は平成２９年３月に改訂され、ふ化場の集約

ややな場整備を実施し、効率的な作業ができるよう環境整備する旨が盛り込まれたところであり、本事業

は浪江町の水産業復興のためのものであると位置づけられる。 

基幹事業では、漁業関係者が利用する請戸漁港に荷捌き施設等の水産業共同利用施設のハード整備を図る

ものである。当該効果促進事業では、震災前に共同利用施設を利用していた漁業者により沿岸漁業で水揚

げされていた鮭に関して、ふ化場等施設で稚魚生産や放流事業を再開することにより、鮭漁業資源増大に

つながり、水揚げ増加が図られ、かつ、当該施設等での雇用や漁業者の所得向上が促進されるよう、震災



 

前と同様なやな場及びふ化場等整備が必要不可欠である。両事業で整備される関連施設は、浪江町復興計

画に基づく水産業復興のためのものであるから、本事業と基幹事業との関連性は認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

浪江町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成 29 年 6 月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 10 事業名 道路事業（請戸漁港－大平山） 事業番号 D-1-1 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 39,096（千円） 全体事業費 42,990（千円） 

事業概要 

○道路事業（市街地相互の接続道路） 

 ・請戸漁港－国道６号線間の道路整備 

[目的] 

 防災集団移転促進事業での移転先団地となる請戸の大平山地区と水産業の起点となる請戸漁港を結ぶ道

路を整備する。また、この道路は沿岸部から内陸部への人や車の避難にも配慮した避難道路としての役割

も兼ねる。なお、津波による被害が発生した場合、漁港から団地までの道路整備のみでは団地が孤立する

可能性が高いため、国道６号線までの整備を行い、災害発生時の安全を確保する。 

[内容] 

 ・請戸漁港－国道６号線を結ぶ新規道路：Ｌ＝2.81km、Ｗ＝11.0ｍ 

＜浪江町復興計画【第一次】施策編 １３９頁＞ 

   ４）津波被災地の復旧・復興 ≪施策（取るべき対策）≫ ③防潮堤の強化、道路等を活用した二

重防波堤の強化 （１）多重防災型まちづくり  ・避難道路の整備 

＜浪江町復興計画【第一次】計画編 ５６頁＞ 

８）津波被災地の土地利用のイメージ 

＜浪江町復興まちづくり計画 Ⅲ復興まちづくり方針 １５頁＞ 

(1) インフラの復旧・整備 ①道路関係 【その他の道路】（３５頁のイメージ図参照） 

 

(事業間流用による経費の変更)（平成 29 年 3月 29 日） 

地形測量の増額及び路線測量の追加により調査設計費が増額したため、D-1-2 道路事業（大平山－

幾世橋）より 3,894 千円（国費：H25 復興庁当初（繰越）分 3,115 千円）を流用。これにより、交付

対象事業費は 39,096 千円（31,276 千円）から 42,990 千円（34,391 千円）に増額。 

 

当面の事業概要 

＜平成 26 年度＞ 地形測量、路線測量、地質調査 

＜平成 27 年度＞ 予備設計 

東日本大震災の被害との関係 

震災当時、町道堀内新町線と町道縦１１の２号線の交差部付近（天神渕付近）は遺体が多く発見された

場所である。この付近は高瀬川と道路が近接し、かつ大平山の斜面が迫っており、地形的に津波が遡上し

やすいと考えられる。また、広大な海岸平野に入り込んだ南方からの津波がこの付近に集中して流れ込ん

だことが被害を大きくした一因と考えられる。唯一の東西道路だった堀内新町線は狭窄かつ平坦であり、

避難に限界があったことが予想される。また、津波シミュレーション結果と現況道路を活用した避難可能

距離の検討により、津波到達時間前に浸水区域外への避難が困難であるとの結果も得ている。 

一方、請戸小学校から避難した生徒は、大平山にいち早く避難し、さらに今回新規道路整備予定の西に

延びる沢に沿って６号線まで避難した結果、全員無事だった。これらの震災経緯と、移転先団地の位置関

係を勘案すれば、高台移転に伴う道路整備に合わせて迅速に安全な場所に避難でき、かつ団地の孤立化を



 

防ぐための東西道路の整備が必要不可欠である。 

関連する災害復旧事業の概要 

津波被災地の既設道路復旧事業との調整が必要である。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 


